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○鶴岡市浄化槽条例施行規程 

平成２７年４月１日 

上下水道事業管理規程第１２号 

改正 令和３年３月３０日上下水道事業管理規程第５号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、鶴岡市浄化槽条例（平成１７年鶴岡市条例第１４５号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（設置の申請及び帰属の申請） 

第２条 条例第３条の規定により、浄化槽の設置を求める者又は既存の浄化槽を市に帰属させる

ことを求める者（以下「申請者」という。）は、浄化槽設置（帰属）申請書（様式第１号。以

下「申請書」という。）を浄化槽事業の管理者の権限を行う市長（以下「市長」という。）に

提出しなければならない。 

２ 市長は、申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、浄化槽設置（帰属）決定通

知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（用地貸借契約） 

第３条 条例第４条に規定する契約は、浄化槽設置（帰属）用地使用貸借契約書（様式第３号）

により締結するものとする。 

（協定） 

第４条 市と申請者は、条例第４条の規定により契約を締結したときは、浄化槽の工事及び維持

管理に関し、浄化槽本体部分設置（帰属）に関する協定書（様式第４号）により協定を締結す

るものとする。 

（排水設備工事及び検査） 

第５条 申請者は、浄化槽排水設備工事施工計画書（様式第５号）に次の書類を添えて市長に届

け出なければならない。 

(1) 見取図 工事予定地周辺を表示すること。 

(2) 平面図 縮尺は３００分の１以上とし、次の事項を記載すること。 

ア 隣接地との境界及び申請地の面積 

イ 建物、浄化槽、水道、井戸、台所、浴槽、便所等水まわり施設の位置 

ウ その他必要な事項 

(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は１００分の１以上とすること。 
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(4) 構造図 縮尺は５０分の１以上とすること。 

(5) 浄化槽設備士免状の写し 

２ 申請者は、工事が完了したときは、工事の完了した日から５日以内に浄化槽排水設備工事完

了届（様式第６号）を市長に提出し、完了検査を受けなければならない。 

３ 市長は、前項の検査の結果、適当と認めたときは、申請者に対し浄化槽排水設備工事検査済

証（様式第７号）を交付するものとする。 

（使用開始等の届出） 

第６条 条例第６条の規定による使用の開始、休止、廃止又は再開の届出は、浄化槽施設使用開

始等届出書（様式第８号）によるものとする。 

２ 使用者に変更があったときは、新たに使用者になった者は、その旨を浄化槽施設使用者等の

変更届出書（様式第９号）により速やかに市長に届け出なければならない。 

（使用料の納期） 

第７条 条例第７条第２項に規定する使用料の納期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りでない。 

(1) 納入通知書による場合 毎使用月の翌月の末日 

(2) 口座振替による場合 あらかじめ市長が定める日 

（使用水量の認定通知） 

第８条 市長は、条例第８条第２項第１号ただし書の規定により使用水量を認定したときは、当

該使用水量を使用者に通知するものとする。 

（水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定） 

第９条 条例第８条第２項第２号及び第３号に規定する市長が認定する使用水量は、市長が認め

た計測装置を取り付けてある場合は当該計測装置で計測された使用水量とし、計測装置を取り

付けていない場合は次に定める水量とする。 

(1) 水道水と水道水以外の水を併用して使用する場合 １人当たり１使用月につき３立方メー

トル 

(2) 水道水以外の水のみを使用する場合 １人当たり１使用月につき６立方メートル 

（使用の態様の変更の届出） 

第１０条 条例第９条の規定により別に定める使用の態様の変更は、世帯の構成の変更とする。 

２ 条例第９条の規定による届出は、浄化槽施設の使用の態様の変更届出書（様式第９号の２）

によるものとする。 
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（使用料の減免） 

第１１条 条例第１０条第２項の申請書は、浄化槽施設使用料減免申請書（様式第１０号）とす

る。 

２ 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その減免の適否を決定し、浄化槽施設使用料

減免決定通知書（様式第１１号）により申請者に通知するものとする。 

（その他） 

第１２条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の日の前日までに、鶴岡市下水道条例施行規則等を廃止する規則（平成２７

年鶴岡市規則第７号）による廃止前の鶴岡市浄化槽設置及び管理条例施行規則（平成１７年鶴

岡市規則第１１４号。以下「旧規則」という。）の規定によりなされた決定、手続その他の行

為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。 

（様式に関する経過措置） 

３ 旧規則に規定する用紙は、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。 

附 則（令和３年３月３０日上下水管規程第５号） 

（施行期日） 

１ この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の

修正を加え、なお使用することができる。 
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様式第１号（第２条関係） 

（一部改正〔令和３年上下水管規程５号〕） 

様式第２号（第２条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

（一部改正〔令和３年上下水管規程５号〕） 

様式第６号（第５条関係） 

（一部改正〔令和３年上下水管規程５号〕） 

様式第７号（第５条関係） 

様式第８号（第６条関係） 

（一部改正〔令和３年上下水管規程５号〕） 

様式第９号（第６条関係） 

（一部改正〔令和３年上下水管規程５号〕） 

様式第９号の２（第１０条関係） 

（一部改正〔令和３年上下水管規程５号〕） 

様式第１０号（第１１条関係） 

（一部改正〔令和３年上下水管規程５号〕） 

様式第１１号（第１１条関係） 

 


